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６－１４ 通常第一審における有罪人員の罪名別科刑分布状況（禁錮）（地裁）
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※１　『令和元年版犯罪白書』による。

※３　「再犯者率」は，刑法犯少年に占める再犯者の人員の比率をいう。

※３　「再犯者率」は，刑法犯検挙人員に占める再犯者の人員の比率をいう。

※２　「再犯者」は，刑法犯により検挙された者のうち，前に道路交通法違反を除く犯罪により検挙されたことがあり，
　　再び検挙された者をいう。

※２　「再犯者」は，刑法犯により検挙された少年のうち，前に道路交通法違反を除く非行により検挙・補導された
　　ことがあり，再び検挙された者をいう。前回処分は，未決・即決を問わず，触法少年時の処分・警察限りも含む。

※１　『少年非行，児童虐待及び子供の性被害の状況』，『少年非行情勢』及び『少年非行等の概要』（いずれも
　　警察庁）による。
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６－１ 刑法犯 検挙人員中の再犯者人員・再犯者率の推移（Ｈ８～Ｈ３０）
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６－２ 刑法犯少年 検挙人員中の再犯者人員・再犯者率の推移（Ｈ８～Ｈ３０）
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※１　『司法統計』による（以下，図４ないし８において同じ）。

※３　本資料の「検察官送致」は，少年法第２０条第１項，第２項本文により検察官送致されたものをいう。

※５　「14歳未満」，「20歳以上」及び「年齢不詳」で処分されたものを除く。

※２　本資料は，次の①ないし④に掲げる事件を除き，一般保護事件で既済となった事件の終局総人員の集計である（以下，図４ない
　　し８において同じ）。
　　　　①簡易送致事件，②（無免許）過失運転致死傷事件，（無免許）過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱事件，車両運転に
　　　　よる（業務上・重）過失致死傷事件，自動車運転過失致死傷事件及び（無免許）危険運転致死傷事件，③移送・回付で終局し
　　　　た事件，④併合審理され，既済事件として集計しないもの（従たる事件）

※４「その他の処分」は，都道府県知事又は児童相談所長送致（同法第１８条），年齢超過による検察官送致（同法第１９条第２項），
 　 児童自立支援施設又は児童養護施設送致（同法第２４条第１項第２号）の人員の合計である（以下，図４において同じ）。

６－４ 一般保護事件の終局総人員－終局決定別（Ｈ１１～Ｈ３０）

６－３ 一般保護事件の終局総人員－終局時年齢区分別終局決定別（Ｈ３０）
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※　「その他」は，１４歳未満，２０歳以上及び年齢不詳の人員の合計である（以下，図６ないし８において同じ。）。

６－６ 一般保護事件の終局総人員のうち「検察官送致」－終局時年齢区分別（Ｈ１１～Ｈ３０）

６－５ 一般保護事件の終局総人員－終局時年齢区分別（Ｈ１１～Ｈ３０）
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６－８ 一般保護事件の終局総人員のうち「保護観察」－終局時年齢区分別（Ｈ１１～Ｈ３０）

６－７ 一般保護事件の終局総人員のうち「少年院送致」－終局時年齢区分別（Ｈ１１～Ｈ３０）
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児 童 自 立 支 援 施 設 又 は

少
年

院
へ

送
致

総 　 数

強 制

- 6 -

Administrator
タイプライターテキスト
６－９



注
１
　
次
の
事
件
を
除
き
，
一
般
保
護
事
件
で
既
済
と
な
っ
た
人
員
で
あ
る
。

　
(1
)　
簡
易
送
致
事
件

　
(2
)　
（無

免
許
）過

失
運
転
致
死
傷
事
件
，
（無

免
許
）過

失
運
転
致
死
傷
ア
ル
コ
ー
ル
等
影
響
発
覚
免
脱
事
件
，
自
動
車
運
転
過
失
致
死
傷
事
件
及
び
（無

免
許
）危

険
運
転
致
死
傷
事
件

　
(3
)　
移
送
・回

付
で
終
局
し
た
事
件

　
(4
)　
併
合
審
理
さ
れ
，
既
済
事
件
と
し
て
集
計
し
な
い
も
の
（従

た
る
事
件
）

　
(5
)　
検
察
官
送
致
（年

齢
超
過
に
よ
る
も
の
）

　
(6
)　
不
処
分
，
不
開
始
（非

行
な
し
，
所
在
不
明
等
及
び
そ
の
他
の
事
由
に
よ
る
も
の
）

注
２
　
殺
人
（既

遂
，
未
遂
）事

件
の
他
，
殺
人
予
備
事
件
，
自
殺
関
与
事
件
及
び
同
意
殺
人
（既

遂
，
未
遂
）事

件
を
含
む
。

注
３
　
致
死
傷
事
件
を
含
む
。

注
４
　
車
両
運
転
に
よ
る
も
の
を
除
く
。

- 7 -
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注１　法務省大臣官房司法法制部の資料による。

　２　前刑出所後の犯罪により再入所した者で，かつ，前刑出所事由が満期釈放又は仮釈放の者
　　を計上している。

　３　「再入者人員」は，各年の出所受刑者のうち，出所年を１年目として，①及び④では２年
　　目（翌年）の，②では５年目の，③では10年目の，それぞれ年末までに再入所した者の人員
　　をいう。

　４　「再入率」は，各年の出所受刑者の人員に占める，出所年を１年目として，①及び④では
　　 ２年目（翌年）の，②では５年目の，③では10年目の，それぞれ年末までに再入所した者
     の人員の比率をいう。

　５　④の「年齢層」は，前刑出所時の年齢による。再入者の前刑出所時年齢は，再入所時の年
　　齢及び前刑出所年から算出した推計値である。

　　   　６－１１　出所受刑者の再入率等の推移
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６－１２ 少年院出院者の再入院・刑事施設入所率等の推移

注１　矯正統計年報及び法務省大臣官房司法法制部の資料による。

　２　「再入院・刑事施設入所者人員」は，少年院出院年を１年目として，①では２年目（翌
  　年）の，②では５年目の，それぞれ年末までに新たな少年院送致の決定により再入院した
　　者又は受刑のため刑事施設に初めて入所した者の人員をいう。なお，同一の出院者につい
　　て，出院後，複数回再入院した場合又は再入院した後に刑事施設への入所がある場合には，
　　その最初の再入院を計上している。

　３　「再入院・刑事施設入所率」は，各年の少年院出院者の人員に占める，出院年を１年目
　　として，①では２年目（翌年）の，②では５年目の，それぞれ年末までに新たな少年院送
　　致の決定により再入院した者又は受刑のため刑事施設に初めて入所した者の人員の比率を
　　いう。なお，同一の出院者について，出院後，複数回再入院した場合又は再入院した後に
　　刑事施設への入所がある場合には，その最初の再入院を計上している。
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H25 3,154 3,030 6 135 129 504 468 2,154 2,093 349 334 6 6

H26 3,070 2,991 6 131 126 461 438 2,109 2,076 354 343 9 8

H27 3,103 3,026 3 120 116 457 429 2,130 2,099 386 376 7 6

H28 3,178 3,105 8 122 119 470 450 2,184 2,152 380 372 14 12

H29 3,178 3,105 8 122 119 470 450 2,184 2,152 380 372 14 12

H30 3,121 3,054 7 123 118 471 443 2,117 2,097 391 387 12 9

H25 1 1

H26

H27

H28

H29

H30

H25

H26 1 1 1 1

H27 1 1 1 1

H28

H29 1 1 1 1

H30

H25 5 5 3 3 2 2

H26 2 2 1 1 1 1

H27 7 5 4 3 1 1 2 1

H28 4 4 1 1 3 3

H29 3 2 1 1 2 1

H30 6 5 2 2 3 3 1

H25 2 2 2 2

H26 8 8 1 1 6 6 1 1

H27 8 8 1 1 5 5 2 2

H28 4 4 1 1 2 2 1 1

H29 7 7 1 1 4 4 2 2

H30 7 7 1 1 4 4 2 2

H25 32 29 2 2 4 4 26 23

H26 25 22 1 3 1 6 6 14 14 1 1

H27 26 26 1 1 5 5 20 20

H28 22 22 1 1 6 6 13 13 2 2

H29 16 16 2 2 4 4 8 8 2 2

H30 18 18 2 2 5 5 10 10 1 1

H25 5 5 5 5

H26 10 9 9 9 1

H27 1 1 1 1

H28 6 6 5 5 1 1

H29 4 3 2 1 2 2

H30 4 3 1 2 2 1 1

H25 3 2 3 2

H26 7 7 4 4 3 3

H27 3 3 2 2 1 1

H28 6 5 1 1 1 2 2 2 2

H29 7 5 1 1 4 2 2 2

H30 4 4 1 1 2 2 1 1

H25 1,620 1,596 16 16 132 128 1,144 1,132 323 315 5 5

H26 1,630 1,610 13 13 117 116 1,159 1,150 332 323 9 8

H27 1,697 1,674 18 18 115 112 1,190 1,178 368 361 6 5

H28 1,740 1,719 11 11 120 118 1,235 1,221 360 357 14 12

H29 1,766 1,756 17 17 139 138 1,238 1,236 367 360 5 5

H30 1,779 1,765 1 13 13 121 119 1,263 1,258 372 369 9 6

H25 1,484 1,389 6 117 111 365 333 972 927 23 17 1 1

H26 1,387 1,332 5 115 112 332 310 917 893 18 17

H27 1,358 1,306 3 99 95 330 306 911 892 14 12 1 1

H28 1,396 1,345 7 109 106 340 322 924 906 16 11

H29 1,262 1,206 5 105 99 317 290 822 807 13 10

H30 1,300 1,249 6 108 103 339 314 831 816 13 13 3 3

業務上過失致死

重過失傷害

重過失致死

過失運転致傷

過失運転致死

総 数

公 務 執 行 妨 害

業 務 上 失 火

重 過 失 失 火

業務上過失傷害

６－１４　通常第一審における有罪人員の罪名別科刑分布状況（禁錮）（地裁）（Ｈ２５～Ｈ３０）

うち
執行
猶予

うち
執行
猶予

６月
未満

６月
以上

１年
以上

うち
執行
猶予

うち
執行
猶予

２年
以上

うち
執行
猶予

うち
執行
猶予

　　　　　　区分

罪名区分

禁錮
総数

３年を
超える

年 ３年

- 1 -



うち
執行
猶予

うち
執行
猶予

６月
未満

６月
以上

１年
以上

うち
執行
猶予

うち
執行
猶予

２年
以上

うち
執行
猶予

うち
執行
猶予

　　　　　　区分

罪名区分

禁錮
総数

３年を
超える

年 ３年

H25 1 1 1 1

H26

H27

H28

H29 1 1 1 1

H30

H25 1 1 1 1

H26

H27 2 2 1 1 1 1

H28

H29

H30 3 3 1 1 2 2

（注）１ 最高裁判所事務総局の資料を基に法務省刑事局が作成した。
　　　２ 刑事通常第一審事件票による実人員である。
　　　３ 平成28年，平成29年及び平成30年について，刑の一部執行猶予が言い渡された人員はいない。
　　　４ 主文複数の場合及び併科刑がある場合には，刑法第10条の規定による重い方の刑のみを計上した。
　　　５ 「過失運転致傷」及び「過失運転致死」欄には、それぞれ平成25年法律86号による改正前の刑法第211条第2項の罪（自動車運転過失致死傷）を含む。

その他特別法犯

道路交通法違反

- 2 -



19,948 19,945 - - - - 3 323 412 402 425 339 373

553 553 - - - - - 12 13 9 13 9 10

214 214 - - - - - 8 9 9 10 5 12

38 38 - - - - - - - - - - -

231 231 - - - - - - 2 - 2 1 1

844 844 - - - - - 19 37 25 28 31 28

2 2 - - - - - - - - - - -

1 1 - - - - - - - - - - -

43 43 - - - - - - - - 1 - -

60 60 - - - - - - 2 1 1 2 -

15 15 - - - - - - - - 2 1 1

1,023 1,023 - - - - - 17 19 21 37 16 32

129 129 - - - - - - 2 - 1 1 3

10 10 - - - - - - - - 1 - -

4,312 4,312 - - - - - 118 131 118 137 104 103

3,743 3,742 - - - - 1 42 75 91 71 55 64

533 533 - - - - - 6 15 11 7 4 13

392 392 - - - - - 9 11 9 8 6 9

181 181 - - - - - 2 1 2 3 6 1

131 131 - - - - - 2 4 1 3 2 5

6,074 6,073 - - - - 1 65 68 87 69 78 69

5 5 - - - - - - - - - - -

271 270 - - - - 1 3 2 7 9 1 3

805 805 - - - - - 13 18 9 17 11 13

328 328 - - - - - 7 3 2 5 6 6

10 10 - - - - - - - - - - -

22,845 22,842 - - - - 3 381 520 515 540 512 436

6,100 6,099 - - - - 1 95 139 155 176 154 132

軽 犯 罪 法 1,071 1,071 - - - - - 11 19 32 28 24 18

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 968 968 - - - - - 29 32 26 24 19 30

消 防 法 8 8 - - - - - - - - - - -

刑 事 訴 訟 法 2 2 - - - - - - - - - - -

古 物 営 業 法 15 15 - - - - - - - - - - -

火 薬 類 取 締 法 15 15 - - - - - - - - - - -

銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締 法 773 773 - - - - - 11 10 11 16 15 7

高 圧 ガ ス 保 安 法 96 96 - - - - - - 1 - - 1 1

売 春 防 止 法 69 69 - - - - - - - 3 1 1 4

酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律 23 23 - - - - - - - 1 - - -

警 備 業 法 4 4 - - - - - - - - - - -

国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保
持 に 関 す る 法 律

1 1 - - - - - - - - - - -

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 2 2 - - - - - - - - - - -

児童買春，児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに
児 童 の 保 護 等 に 関 す る 法 律

1,834 1,833 - - - - 1 31 53 54 73 74 52

ス ト ー カ ー 行 為 等 の 規 制 等 に 関 す る 法 律 273 273 - - - - - 5 4 6 6 1 4

特 殊 開 錠 用 具 の 所 持 の 禁 止 等 に 関 す る 法 律 4 4 - - - - - - - - - - -
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行
為 の 規 制 等 に 関 す る 法 律

25 25 - - - - - - - - 1 1 -

探 偵 業 の 業 務 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 1 1 - - - - - - - - - - -

犯 罪 に よ る 収 益 の 移 転 防 止 に 関 す る 法 律 904 904 - - - - - 8 18 21 26 17 16

私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律 12 12 - - - - - - 2 1 1 1 -

16,745 16,743 - - - - 2 286 381 360 364 358 304

42,358 42,329 -

139,802 138,221 -

通 貨 偽 造

秘 密 侵 害

（注）１　検察統計年報及び法務省調べによる。
　　　２　「自動車による過失致死傷等」は，自動車又は原動機付自転車による交通犯罪であって，その罪名が，刑法第211条に規定する「業務上過失傷害，業務上過失致死，重過失傷害，重過失致死」，平成25年法律第86号に
        よる改正前の刑法第211条第2項に規定する「自動車運転過失傷害，自動車運転過失致死」又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に規定する「過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱，過失
        運転致死アルコール等影響発覚免脱，過失運転致傷，過失運転致死，無免許過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱，無免許過失運転致死アルコール等影響発覚免脱，無免許過失運転致傷，無免許過失運転致死」に係る
        ものをいう。
　　　３「道路交通法等違反」は，道路交通法，自動車の保管場所の確保等に関する法律違反をいう。
　　　４　刑法犯の罪名区分は，検察統計年報「付録」の「罪名分類一覧表（その１）」による。
　　　５　該当の数字のない罪名については掲載を省略している。
      ６　２０歳から２５歳までの年齢別の人員数は，自動車による過失致死傷等及び道路交通法等違反は含まない。

１９歳

31

1

30

1,585

28

1,551

刑 法 犯 総 数

公 務 執 行 妨 害

６－１５　罪名別　　略式命令請求事件の既済人員（Ｈ３０）

罪　　　　　　　　名 全年齢 ２０歳以上 １６歳未満 １６歳 １８歳１７歳

公 文 書 偽 造

私 文 書 偽 造

不 正 指 令 電 磁 的 記 録 関 係

わ い せ つ ・ わ い せ つ 文 書 頒 布 等

賭 博 ・ 富 く じ

犯 人 蔵 匿 ・ 証 拠 隠 滅

失 火

過 失 往 来 妨 害

住 居 侵 入

贈 賄

過 失 傷 害

脅 迫

名 誉 毀 損

信 用 毀 損 ・ 業 務 妨 害

傷 害

暴 行

そ の 他 特 別 法 犯

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

特 別 法 犯 総 数
（ 道 路 交 通 法 等 違 反 を 除 く 。 ）

刑 事 ・ 警 察 関 係

窃 盗

背 任

横 領

毀 棄 ・ 隠 匿

暴 力 行 為 等 処 罰 に 関 す る 法 律

総 数 224,953 223,337 -

自 動 車 に よ る 過 失 致 死 傷 等

道 路 交 通 法 等 違 反

２０歳 ２１歳 ２２歳 ２３歳 ２４歳 ２５歳

932 932 917 965 851 809



６－１６　被疑事件の既済人員（Ｈ３０）

起　　　訴 不　起　訴

公判請求
略式命令
請　　求

起訴猶予
その他
不起訴

総　　数 353,118 70,863 42,793 114,014 45,248 446 48,616 31,138

刑 法 犯 238,549 48,205 19,948 78,685 36,696 325 26,391 28,299

特別法犯 114,569 22,658 22,845 35,329 8,552 121 22,225 2,839

※１　検察統計年報による。

※２  本表は，自動車による過失致死傷等及び道路交通法等違反は含まない。

既済人員

総　　数
中止

他の検察

庁に送致

家庭裁判

所に送致


